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o大津市手話言語条つj

'                           
平成 30年 10月 2日条例第 46号

手話は、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法 (昭和4i年法律第84号 )において明らかにされている本う

に、手指や体の動き、表情等を使って視覚的に表現する言語である。しかしながら、手話が言語であることはいまだ社会

で十分に認識されておらず、それゆえて手話への理解や手話の普及は十分に進んでいるとはいいがたい。

本市では、国際障害者年 (昭和 56年)に滋賀県で全国身体障害者スポーツ大会が開催されたことを契機として多く

の手話サークルが結成されてきた。また、これまで、手話通訳者・要約筆記者の派遣や聴覚障害者相談員の設置といつた

先進的な取組を進めてきた。

国際的に手話が言語であると認められた今こそ、私たちは、これまでにも増して手話への理解を深め、手話を普翼さ

せるとともに、手話を必要とする者が安心して暮らすことのできるま右づくりのため、更なる取組を進めていブ〕`なければ

ならない。

ここに、手話への理解の促進及び手話の普及についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、手話に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。

(目 的)

第 ■条 この条例は、手話への理解の促進及び手話の普及に関し、基本理念を定め、並びに市の責務並びに市民等及び事

業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、手話に関

する施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害の有無によつて分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重

し合いながら共生する地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)                                               .
第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ろう者 手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。

(2) 市民等 本市の区域内に居住し、通動し、又は通学する者をいう。

(基本理念)                       ｀

第3条 手話への理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であること及びろう者が手話により意思疎通を図る権利を有

することを前提として、ろう者の人格と個性を尊重することを基本として行わなければならない。

(市の責務 )

第4条 市は、前条の基本理念 (以下「基本理念」という。)にのつとり、ろう者が日常生活及び社会生活を円滑に営む

ことができるよう、手話に関する施策を総合的ブD｀つ計画的に推進するものとする。

(市民等の役害」)

第 5条 市民等は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、手口舌に関する市の施策iこ協力するよう努めることもに、ろう者が利用

しやすいサービスを提供し、及びろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の実施)

第 7条 市は、第4条の規定に基づき、次に掲げる加策を実施するものとする。

(1) 手話により情報を取得する機会の拡大に関する施策

(2) 手話の習得の支援及び意思疎通の手段として手話を選択しやすい環境の整備に関する施策

(3) 手話通訳者の養成その他の手話による意思疎通の支援に関する施策

(4) 手話を学ぶ機会の提供に関する施策

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

(学校における取組による理解の促進 )

第 8条 市は、学校における手話に接する機会の提供その他の手話に親 しむための取組を通して、幼児(児童及び生徒の

手話への理解の促進に努めるものとする。

(大滓市手話施策推進協議会 )

第 9条 手話に関する施策の推進に関し必要な事項について調査審議するため、大滓市手話施策推進協議会 (以下「協議

会」という。)を置く。

2 協議会は、委員 7人以内をもつて組織する。

3 委員は、次に掲しずる者のうちから市長が委嘱する。

(1) ろう者の福祉に関し知見を有する者

(2) ろう者が組織する団体から選出された者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各I買 に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成 31年 1月 1日から施行する。
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o近江八幡市みんなの心で手をつなぐ手話言語条例

平成 28年 12月 20日条 l,」第 52号

前文     、

手話は言語です。

三語は、お互いの意思疎通を図る手段であり、手話もまた、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語と

して、ろう者にとつて他者との意思疎通を図る手段となつています。                     「

平成 18年 12月の国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約では、「「言語」とは、音声言語及び手話

その他の形態の非音声言語をいう。」と定義され、手話が言語として国際的に認知されました。日本では、平成 23年 8

月に障害者基本法 (昭和 45年法律第 84号)の改正により手話が言語として認められ、これに伴い平成 26年 1月 に同

条約を批ヒ准しました。さらに同改正法の中では「全て障害者は、可能な限り、言語 (手話を含む。)その他の意思疎通の

ための手段についての選択の機会が確保される」と定められたところです。

私たちは、手話が言語であることを普及啓発していくことや自由に手話が使える環境の整偏を推進することが必要不

可欠であり、福祉分野に限らず、教育、医療、労働等あらゆる分野において手話による意思疎通と情報す是供が保障され、

手話の理解と広がりをもつて地域で支えあい、互いに人権を尊重することができる豊かな共生社会を実現する■め、この

条例を制定します。

(目的)!
第 1条 この条例は、手話等に対する理解の促進及び普及並びに手話等を使用しやすい環境の整備に関し、基本理念を定

め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、必要な施策を総合的かつ計画的に推進し、もつ

てろう者、盲ろう者その他の聴覚障がい者の自立及び社会参加の促進並びに聴覚障がいの有無にかかわらず人権を尊

重することができる豊かな共生社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる層語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)聴 覚障がい者 聴覚の機能の障がいがある者であつて、その障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活

又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいつ。

(2)社 会的障壁 聴覚障がい者にとつて日常生渚又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、

制度、慣行、観念その他―切のものをいう。

(3) ろう者 聴覚障がい者のうち、手話を言語として日常生活又は社会生活を営むものをいう?

(4)盲 ろう者 聴覚障がい者のうち、視覚の機能の障がいが重複してあるものであつて、その障がい及び社会的

障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

(5)手 話 手、指、体若しくは顔の部位の動き又は表fl盲を使つて視覚的に表現する言語をいう。

(6)手 話等 手話、要約筆記、触手話、手書き来字、指点字、筆談その他の聴覚障がい者が日常生活又は社会生

活を営む上で使用する意思疎通のための手段をいう。

(フ ) 事業者 市内において営利又は非営利を問わず事業を行う個人、法人その他の団体をいう。

(8)合 理的な配慮 聴覚障がい者が日常生活又は社会生活において、聴覚の機能の障がいのない者と同等の権利

を行使するため、必要かつ適切な現4犬の変更又は調整を行うことをいう。               
十

(9) コミュニケーション支援従事者 手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者通訳・介助者等の伝達補助を行う者を

いう。

(基本理念)

第 3条 聴覚障がい者の障がい特性に応した手話等の選択及び利用の機会の確保並びに情報の受信及び発信のための手段

の確保は(聴覚の機能の障がいの有無にかかわらず、市民相互に必要なこととして尊重することを基本に行うものと

する。                                         ,
2 市、市民及び事業者は、手話が独自の言語体系及び歴史的背景を有する文化的所産であるとの認識のもと、手話に対

する理解の促進及び手話の普及を図り、手話によるコミュニケーションが図りやすい環境を整備するものとする。

3 聴覚障がい者は、手話等による意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利は保障されるものとする。

(市の責務)                 |
第4条 市は、前条に規定する基本理念 (以下「基本理念」という。)にのつとり、手話等の普及並びに聴覚障がい者の

自立した日常生活及び地域における社会参加の保障のため、必要な施策を講ずるものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、聴覚障がい者の人権を尊重し、並びに手話等の普及及び市の施策に協力

するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、聴覚障がい者が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境の整

備に努め、並びにコミュニケーション支援従事者と連携し、聴覚障がい者が適切なコミュニケーション手段を利用で

きるよう合理的な配慮に努めるものとする。

(施策の推進方針)
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第7条 市は、施策を推進するための方針 (以下「推進方針」とぃう。)を策定するものとする。2 推進方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)手 話等に対する理解及び普及の促進に関するとと。

爾::]三巨三ξξ:襲君5書:[:彗::手
↑F関する弘
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(推進会議)

第 8条 市は、推進方針を定め、若しくは変更し、又は施策の推進状況を検証するため、聴覚障がい者、コミュニケエ

_ション支援従事者等で組織する近江八幡市手話施策推進会議 (以下「推進会議」という。)を置くぅ2 推進会議は、委員15名以内をもって組織する。
3 推進会議の委員の任期は、2年とする。
4 
達
追
違琵學蒸属送金聰姦掃含

における補
今
の委員の

1苅
は、前任者の啓Ⅲ期間|する。

第9条 市は、聴覚障がい者、聴覚障がい者の団体、コミュニケーション支援従事者等と協力し、市民及び事業者に対し

★撃浪留医言ξ室峯墓房竃扇疑惑雪雙含〒奸
供する本う努めるものとする。

第 lo条 市は、学棟教育において、手話等に対する理解及び普及を図るために必要な措置を講ずるよう努あるものとす
る。

(医療機関における手話等の環境整備 )

第 1■ 条 市は、医療機関に→いて、聴覚障がぃ者が手藷等を使口しゃすぃ環境となるよう必要な措置に努めるものとする。

(財政上の措置)

〒
1(蜜

程)嘩
手`話等に関する施乗を推進するため

|々な
財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第 13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則

この条例は、平成 29年 1角 1日 から施行する。

htp:〃zrsttg.daiiOhihOki.asp.lgwanjp/zcnkOkuapittnJbF01/print
2021/06/14
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o栗東市手話言語条例

令不日2年 3月 25日条l,」第フ号

手話は、言語である。

私たちが人と関わつて生きていく上で、言語は、必要不可欠のものである。手話は、ろう者にとつて物事を考え、お

互いの感情を理解し、知識を蓄え、文化を創造する上で、必要な言語として大切に育まれてきた。手話は、手の形、位置

及び動き並びに非手招動作 (表情及び身体の動き)により表現され、音声言語とは鷲まる独自の文法体系を有する言語と

して構成され、高度な知的活動及び情緒的活動も十分に表現できる言語として使用されてきた。

しかし、手話の歴史をふり返つてみると、手話に対する偏見や抑圧により、ろう者は、言語である手話を奪われてき

た。このことは、ろう者の尊厳を深く傷つけ、心理的発達及び社会的地位の確立に大きなさまたげとなつた。現在におい

ては、平成 18年に国連で採択された障害者の権利に関する条約において「手話は言語である」と明記され、これにより

平成 23年に障害者基本法が改正され、手話への理解が広まりつつあるものの、言語としての手話への理解はまだ十分に

広まうていない。このような状況において、栞東市には、県内で唯一、聴覚障害児が学べる滋賀県立聾話学校が存在し、

県下から聴覚障害のある子どもたちが日々学び、過ごしている。こうした教育環境の保障もふまえて、市民二人ひとりが

言語としての手話やろう者に対する正しい理解を深めていくことが求められている。

ここに、栗東市は、手話が言語であることの認識やろう者への理解を広げ、手話を必要とする者が安心して暮らすこ

とができるまちづくりを目指すため、この条例を制定する。

(目 的)

第1条 この条例は、手話に対する理解及び普及並びに手話を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念々定め、栗東市

(以下「市」という。)の責務並びに市民等、ろう者及び事業者の役割を明らかにするとともに、市が推進する施策

の基本的な方針を定めることにより、手話が言語であることの認識及びろう者への理解を広げ、もつて全ての市民等

が共生していく社会の実現を目指すことを目的とする。

(定義)

第 2条 この条例において、演の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)聴 覚障害者 聴覚の機能に障害がある者であつて、障害及び社会的障壁 (障害がある者にとつて日常生活又

は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他―切のものをいう。)により

率匹続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。        .
(2) 聴覚障害児 前号に規定する聴覚障害者のうち、概ね満 18歳に満たない者をいう。

(3) ろう者 聴覚障害者のうち、手話により日常生活及び社会生活を営む者をいう。

(4) 市民等 市内に居住し、勤務し、ヌは在学する者をいう。

(5) 事業者 市内において、事業又は活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 手話に対する理解及び普及並びに手話を使用しやすい環境の構築は、次に掲げる事項を基本として行わなしナれば

ならない。

(1)手 話が言語であるとの認識に基づき、市民等が手話により相互に意思を伝える権利を有し、その権利は尊重

されること。

(2) ろう者が、自立した日常生渚を言み、主体的に社会参加ができること。       ′

(市の責務)                 !
第4条 市は、基本理念にのつとり、言語としてて

')手
話に対する理解を深め、普及させる施策を総合的かつ計画的に策定

し、推進するものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、基本理念|と対する理解を深め、市め施策に協力するよう努めるものとする。     ′
2 市民等は、手話を言語として認識し、ろう者への理解を深めるよう努めるものとする。

(ろ う者の役割)

第 6条 ろう者は、基本理念に対する理解を深め、市の方包策に協力するとともに、手話の意義及び普及に努めるものとす

る。

(事業者の役割 )

第 7条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、市の推進する施策に協力するよう努めるとともに、ろう者が利用しや

すいサービスを提供し、及び働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の推進 )

第8条 市長は、第4条に規定する責務を果たすため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 手話に対する理解及び普及のための施策

(2) 手話を使用しやすい環境づくりに関する施策
(3) 聴覚障害児の手話の獲得に関する施策

(4) その他市長が必要と認める施策

(協議の場)

http://zrさもg.daiiChihoki.asp。 lgwanjp/zcnkokuapi/ZnJbF01/pint 2021/06/14



栗東市手話言語条例
Page 2 of2

第
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(財政上の措置)

第

基

o雹

も覆こと電:条
各号に大見定する施策を推進するため、予算?範甲内におぃて、必要な財政上の措置を請ずるよう

(委任)

第
11鴇 名?条

例の施行F関し必要な事項は、市

「

が別に定める。

この条例は、令和 2年 lo月 1日から施行する。
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o手と手をつなぐ 米原市手話言語条例

平成 30年 3月 23日条例第4号

手話は、手指もしくは体の動きまたは表fl盲を使つて視覚的に表現し、ろう者がその意思を表示し、情報を取得し、お

よび相互にコミュニケーシヨンを図るために必要な言語です。ろう者は、物事を考え、知識を蓄え、または文化を創造す

るために、手話を大切に育んできました。

一方、我が国におけるろう教育の歴史をみると、その初期には手話による教育を中心としていたものの、その後、読

話・発語を中心とする口話教育が取り入れられたことにより、ろう教育における手話の使用が事実上禁止されるなど、手

話は言語として認められず、長くその使用が制約された時期がありました。

障害者の権利に関する条約および障害者基本法において手話が言語として位置付ιすられ、また平成 28年 4月 には障

害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行されるなど、地域における共生社会の実現のための施策の推進が期

待されています。

このような状況を踏まえ、米原市は手話に関する施策を一層推進し、手話やろう者に対するI里解を広げるとともに、

聴覚障がいの有無にかかわらず市民が安心して心豊かに暮らすことができる共生社会の実現を目指し、この条例を制定し

ます。

(目 的)

第 1条 この条例は、手話に対する理解の促進および手話を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、市の責務

ならびに市民および事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を総合的かう計画的に推進し、市民の

手話の習得および獲得機会の確保を図りてもつて手話を使用する市民が安心して心豊かに暮らすことができる共年社

会の実現に寄与することを目的とする。

(定義) |
第 2条 この条例において、次の各号に掲げる廂語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者、市内で働く者および学ぶ者をいう。

(2) ろう者 聴覚に障がいのある者のうち、手話を言語として、日常生活および社会生活を営む者をいう。

(3) 事業者 市内で事業を行う個人、法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第 3条 手話に対する理解の促進および手話を使用しやすい環境の構築は、手話が言語であるとの認識に基づき、市民が

手話により相互に意思を伝え合う権利を有し、その権利は尊重されることを基本として行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念にのつとり、手話を使用する市民が手話により自立した生活を営むとともに当該市民の社会参加

を促進するため、必要な施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

2 市は、前項の施策の推進に当たつては、国、県そのイ也の関係機関および手話に関わる団体と連携し、協力して行うも

のとする。

(市民の役割)

第 5条 市民は、相互に手話に対する理解を深め、市が推進する手話に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第 6条 事業者は、手話に対する理解を深め、市が推進する手話に関する施策に協力するとともに、ろう者が利用しやす

いサービスをi是供およびろう者が働きやすい環境を整備するように努めるものとする。

(施策の推進方針の策定)

第 7条 市は、第4条の規定に基づきて次に掲げる事項に係る施策を推進するための方針 (以下「施策の推進方針」とい

う。)を策定するものとする。

(1) 手話の普及啓発に関する事項

(2) 手話の習得および獲得機会の確保に関する事項

(3) 手話による情報発信および情報取得ならびに手話を使用しやすい環境の構築に関する事項

(4) 手話による意思疎通支援の拡充に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 施策の推進方針の策定に当たうては、市が別に定める障がい者に関する計画との調和が保たれたものでなければなら

ない。

3 市長は、施策の推進方針の策定、実施状況の点検その他手話に関する施策の推進に関する事項については、米原市手

話施策推進会議においてその意見を聴くものとする。

(手話を学ぶ機会の確保)

第 8条 市は、ろう者、手話渾訳者その他手話を使用することができる者および手話に関わる団体と協力して、市民に手

話を学ぶ機会を提供するよう努めるものとする。

(学校における手話の普及)

第9条 市は、学校での教育活動において、手話への理解を促進し、手話を学ぶ機会および手話に触れる機会の確保に努

めるものとする。

http:〃zrsttg.dttiChihoki.asp.lgwanjp/zenl(okuapi/ZnJbF01/print 2021/06/14
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(事業者への支援)

第 ■0条 市は、ろう者が手話を使用しやすい環境を構築するために事業者が行う取組に対して、必要な支援を行うよう
努めるものとする。

(災害時の支援)

第 |■ 条 市は、災害時において、ろう者が必姜な情報を迅速正得ることができるよう、情報の発信および意思疎通に必
要な支援を講ずるものとする。

(施策の横断的な取組)

第 12条 市は、手話iこ 関する施策を効果的に推進するため、施策の推進方針に掲げる事項について、部局横断的に取り
組まなければならないと

(委任)      ,
第 13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が月1に定める。

付 則

この条例は、平成 30年 4月 二日から施行する。

htp://zrsjg.da五cれihOki.asp.lgwanjp/zcnkOkuapi/ZnJbF01/pttnt 2021/06/14


